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お問い合わせは

総務課福祉係

5月 6月4月

● 臨時積立をする場合は、臨時積立申込書を共済事務担当課へ提出後、期限までに振込みをお願いします。

● 解約金は、４月・５月は 28 日、６月は 29 日に送金します。

● 各種書類の提出期限は所属所により異なりますので、共済事務担当課までお問合わせください。

● 払戻し限度額は、前月末の残高となります。

■■：払戻請求書の締切日　■■：送金日　■■：申込書の締切日　■■：臨時積立の振込期限
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　「貯金払戻（解約）請求書」を所属所の締切日までに共済事務担当課へご提出ください。
　請求書の印鑑が相違している場合は解約できませんので、必ず届出の印鑑を使用してください（届出印が不明または
紛失の場合は、共済事務担当課へお申し出ください）。
　退職後は、利息の計算はされませんので速やかな手続きをお願いします。

　令和２年４月１日より支払利率を年 1.20％に引下げ、預入限度額を 1 人当たり 3,500 万円に設定します。

　共済積立貯金は、９月末日及び３月末日に決算を行い、半年分の利息を元金に組み入れます。
　貯金現在残高通知書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
　なお、令和２年３月末日の貯金残高が預入限度額 3,500 万円の 98％以上の場合は、「貯金現在残高通知書」と併
せて「預入限度額のお知らせ」を配付しますで、　預入限度額を超過している方は、速やかに払戻しをお願いします。
　払戻しがない場合、超過分は令和２年５月 28 日に共済組合に登録してある口座に送金します。

●手続き

３月に退職される貯金加入者様へ
― 共済積立貯金の解約手続きはお済みですか？ ―

４月より臨時積立の振込期限等が変更になります

貯金現在残高通知書を配付します

申込書提出期限 臨時積立振込期限

毎月５日 共済組合必着になります

（現行：毎月 15 日）

〇貯金加入申込書及び印鑑届　　
〇積立変更・中断・復活申込書　
〇臨時積立申込書　　　　　　　

所属所控除の賞与分を除き、
毎月 18 日 共済組合着金になります

（現行：毎月末日着金）

預入限度額の確認のため、それ以降の振込みは翌月にお
願いします。

貯金事業からのお知らせ
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